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第２２回足利市農業委員会議事録 

 

足利市農業委員会会長 三田隆俊は、平成３１年３月２６日、午前９時３０分、農業委

員を足利市役所に召集し、第２２回足利市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席した委員は、次のとおりである。 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

議席

番号 
氏  名 

  １ 小山 勉   ２ 三田照子   ３ 三田隆俊 

  ４ 藤生正浩   ５ 森山進平   ６ 遠藤茂太 

  ７ 河内義昭   ８   ９ 長谷川良光 

１０ 亀田幸雄 １１ 仙田光男 １２ 桐生さとみ 

１３ 清水 茂 １４ 赤坂安一 １５ 本島一喜 

 

１ 出席した職員は、次のとおりである。 

   局長 森山好昭、次長 川田和之、主幹 足立 純、主事 大賀 俊 

１ 書記は、次のとおりである。 

 主査 本田未央子 

１ 会議事件は、次のとおりである。 

   (議事日程のとおり) 

１ 会議の概要は次のとおりである。 

局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長２ 

報告いたします。ただいまの出席委員は１４名であります。 

欠席委員は８番 星野雅彦委員であります。 

本日の議事日程について報告いたします。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について 

日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長 

専決処理について 

日程第３ 議案第１号から議案第４号について 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４号 農用地利用集積計画の決定について 

以上であります。 

ただいま局長から報告のあったとおり、出席委員１４名で定足数に達して

おりますので、これより第２２回足利市農業委員会を開会いたします。 

【午前１０時０８分 開会】 

報告事項について、次長より報告いたさせます。 
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次長 

議長 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

 

主幹 

 

 

 

 

【事業概要報告】 

次長から報告がありましたが、ご意見はございませんか。 

【意見なし】 

それでは日程に入ります。 

日程第１ 議事録署名委員の決定について議題といたします。 

議事録署名委員は、議長において指名することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、よって議事録署名委員は議長において指名いたします。 

１番 小山 勉委員、９番 長谷川良光委員を指名いたします。 

ご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議事録署名委員は両名と決定いたしました。 

続いて日程第２ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局

長専決処理について、事務局からの報告を求めます。 

議案書の１ページをお開き下さい。 

農地法第４条及び第５条の規定による届出に係る事務局長専決処理につい

て、ご報告させていただきます。 

１ページの総括表に基づきましてご報告いたします。 

まず始めに、農地法第４条の届出ですが、件数が２件、筆数が３筆、面積が

１，３８３㎡となっております。 

続きまして、農地法第５条の届出ですが、件数が１７件、筆数が１９筆、面

積が８，８４３．４５㎡となっております。 

合計いたしまして件数が１９件、筆数が２２筆、面積が１０，２２６．４５

㎡となっております。 

また、詳細につきましては、第４条の届出が２ページに、第５条の届出が３

ページから６ページに記載されております。 

以上報告します。 

ただいま、事務局から報告致しましたが、ご質問はございませんか。 

【質問なし】 

それでは、専決処理についてご了承願います。 

続いて日程第３に入ります。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請についてを議題と

いたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の７ページをお開き下さい。 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、ご説明

いたします。 

１番、申請地は福富町地内の田、面積４８５㎡です。 

譲受理由は、隣接地に住宅を建設予定であり、耕作に便利なため取得したい
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議長 

 

４番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

主幹 

 

 

 

 

で、譲渡理由は、現在、会社員で耕作が難しいため手放したいというものです。 

契約内容は所有権移転の売買です。 

続きまして、議案書の２３ページをご覧下さい。 

１番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ

れております。次ページに位置図と公図が載せてあります。 

以上よろしくご審議をお願いします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

４番 藤生委員。 

４番 藤生です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

調査年月日は平成３１年３月１５日、金曜日、午前８時３０分から、調査班

は遠藤委員を班長といたしまして、小山委員、三田照子委員、仙田委員、私の

５名で調査を行いました。 

調査対象、契約内容、申請理由については事務局から説明がありましたので

省略いたします。 

今回の調査は、３条許可申請に伴い、申請地の確認を行ったものでありま

す。 

本申請は、所有権移転売買での申請であり、自作地の現地確認については、

事前に事務局で確認をしている旨の報告を受けましたので、省略いたしまし

た。 

申請地は自作地から距離が近く、また隣接地に住宅を建設する予定である

ことから、耕作をするのに利便性が良く、周辺農地の農業上の支障はないもの

と判断いたしました。 

また、別紙調査書に基づき、許可基準の要件を満たしていることを確認した

ため、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第１号はそのように決定いたしました。 

続いて議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の８ページをお開き下さい。 

議案第１号とありますが、議案第２号の誤りですので訂正をお願いいたし

ます。 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、ご説明

いたします。 
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議長 

 

議長 

 

議長 

 

 

 

主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１番、申請地は福富町地内の田、面積９４２㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル２８８枚を４９０㎡に

設置するものです。 

申請理由は記載の通りで、農地区分は第２種農地、備考としまして、都市計

画法適用外、再生可能エネルギー条例協議済、農地法５－２－２、他に代替す

る土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の２５ページをご覧下さい。 

１番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ

れております。２６ページに位置図と公図、２７ページに土地利用計画図が参

考までに載せてございますのでご覧いただきたいと思います。 

以上よろしくご審議をお願いします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第２号はそのように決定いたしました。 

続いて議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

議案書の９ページをお開き下さい。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明

いたします。 

１番、申請地は松田町地内の田、面積１，２１０㎡ほか７筆、計６，１０６

㎡です。 

内訳の畑３筆、１，８３１㎡とありますが、畑２筆、計１，６１０㎡の誤り

ですので、訂正をお願いいたします。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル１，５８７枚を２，６３８

㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転売買、農地区分は第２種

農地、備考としまして、都市計画法適用外、再生可能エネルギー条例協議済で

ございます。こちらは、許可申請の案件でございまして先日の審議委員会でご

協議をいただいているところでございます。農地法５－２－２、他に代替する

土地の有無 無です。 

ちなみに隣接する田、計１，２８０㎡と一体利用いたします。これは８番の

案件となります。 

続きまして、議案書の２８ページをご覧下さい。 

１番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、実情調査報告書が２９ページから４１ページに載せてあ

りますのでご覧いただきたいと思います。 
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なお、先日の調査会で委員の方々からご指摘いただいた「水があふれてしま

う」という危険性が指摘された件につきまして、４１ページにそちらについて

の報告書が提出されたので、本日添付させていただいております。後ほどご覧

をいただければと思います。 

それでは議案書の１０ページをお開きください。 

続きまして２番、申請地は板倉町地内の田、面積１，５０７㎡ほか１筆、計

２，１１９㎡です。 

施設の概要は、太陽光発電設備用地で申請理由は記載のとおりで、契約内容

は所有権移転の売買、農地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適

用外、再生可能エネルギー条例協議済、農地法５－２－２、他に代替する土地

の有無 無です。 

続きまして議案書の４２ページをご覧ください。 

２番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、実情調査報告書が４３ページから４７ページに載せてご

ざいますのでご覧いただきたいと思います。 

議案書の１０ページにお戻りください。 

続きまして３番、申請地は上渋垂町地内の田、面積９５９㎡です。 

施設の概要は建売分譲住宅用地で、建売分譲住宅２棟、延べ１０５．１７㎡

及び１４１．６１㎡を建築するものです。 

申請理由は記載のとおりで、農地区分は第２種農地、備考としまして、都市

計画法３４－１１、基準を満たす道路に接する住宅、なお、都市計画条例が昨

年改正されまして、小学校から５００ｍ以内の区域においては、農地において

も建売分譲住宅について許可をするという制度改正がございました。これを

受けての開発及び農地転用申請となります。農地法施行令１０－２、農業の振

興に資する施設 住宅です。 

続きまして、議案書の４８ページをご覧ください。 

３番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、実情調査報告書が４９ページから６５ページに載せてあ

りますのでご覧ください。 

議案書の１０ページをお開きください。 

続きまして４番、申請地は名草下町地内の畑、面積９１２㎡ほか１筆、計 

１，９８２㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル４００枚を６６８㎡に

設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議

済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の６６ページをお開きください。 

４番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れております。また、６７ページに位置図と公図、６８ページに土地利用計画

図が参考までに載せてありますのでご覧いただきたいと思います。 

それでは議案書の１０ページにお戻りください。 

続きまして５番、申請地は名草中町地内の田、現況 畑、面積９５５㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル１８０枚を５４０㎡に

設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議

済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

なお、隣接する宅地９３８．６４㎡と一体利用します。 

続きまして、議案書の６９ページをご覧ください。 

５番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、７０ページに位置図と公図、７１ぺージに土地利用計画

図が参考までに載せてありますのでご覧いただきたいと思います。 

議案書の１１ページをお開きください。 

続きまして６番、申請地は奥戸町地内の田、面積９６９㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル４５２枚を５５５．９６

㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転売買、農地区分は第２種

農地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、

農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

ちなみに１番と関連する案件となります。 

続きまして、議案書の７２ページをご覧ください。 

６番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、７３ページに位置図と公図、７４ぺージに土地利用計画

図が参考までに載せてありますのでご覧ください。 

議案書の１１ページにお戻りください。 

続きまして７番、申請地は松田町地内の田、面積３２０㎡ほか１筆、計７８６

㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル２２４枚を３７４．０８

㎡に設置するものです。 

申請理由は、記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第

２種農地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協

議済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の７５ページをご覧ください。 

７番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、７６ページに位置図と公図、７７ぺージに土地利用計画

図が参考までに載せてありますのでご覧ください。 

１１ページにお戻りください。 
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続きまして８番、申請地は松田町地内の田、面積９５７㎡ほか１筆、計１，２８０

㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル３３３枚を５５３．６０

㎡に設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は地上権の設定、農地区分は第２種農

地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議済、

農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

ちなみに１番と関連する案件となります。 

続きまして、議案書の７８ページをご覧ください。 

８番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ

れております。また、７９ページに位置図と公図、８０ページに土地利用計画

図が参考までに載せてありますのでご覧ください。 

１１ページにお戻りください。 

続きまして９番、申請地は板倉町地内の田、面積１，５７６㎡です。 

施設の概要は太陽光発電設備用地で、太陽光パネル４４８枚を７４０㎡に

設置するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２

種農地、備考としまして、都市計画法適用外、足利市再生エネルギー条例協議

済、農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

続きまして、議案書の８１ページをご覧下さい。 

９番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断さ

れております。８２ページに位置図と公図、８３ページに土地利用計画図が載

せてございます。 

議案書の１２ページをお開きください。 

続きまして１０番、申請地は福富町地内の田、現況 宅地、面積５１３㎡ほ

か２筆、計１，０００㎡です。 

施設の概要は、資材置き場です。申請理由は記載のとおりで、契約内容は所

有権移転の競売、農地区分は第２種農地、備考としまして、都市計画法適用外、

農地法５－２－２、他に代替する土地の有無 無です。 

ちなみに２月２５日付けで買受適格証明交付済でございます。３月１日付

けの裁判所発行の特別売却買受申出人証明を確認しております。 

続きまして、議案書の８４ページをご覧下さい。 

１０番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断

されております。８５ページに位置図と公図が参考までに載せてあります。 

議案書の１２ページにお戻りください。 

続きまして１１番、申請地は福富町地内の田、面積４９９㎡です。 

施設の概要は一般住宅用地で、一般住宅１棟、延べ床面積２０１．６３㎡を

建築するものです。 

申請理由は記載のとおりで、契約内容は所有権移転の売買、農地区分は第２
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種農地、備考としまして、都市計画法３４－１１、基準を満たす道路に接する

住宅、農地法施行令１０－２、農業の振興に資する施設 住宅です。 

続きまして、議案書の８６ページをご覧下さい。 

１１番の調査書となっております。調査書は各項目とも適正なものと判断

されております。８７ページに位置図と公図が載せてあります。 

以上です。よろしくご審議をお願いします。 

本件は先に１番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１１番 仙田委員。 

１１番 仙田です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の２８ページをご覧下さい。 

今回は、５条許可申請に伴い、申請地の調査と、別添資料の調査書に基づき

まして、審査基準の確認を行いました。 

調査年月日、調査班は、３条許可申請の案件と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 

５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地調査と、申請人および申

請代理人の出席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、申請人が太陽光発電設備用地として利用したいというものです。 

転用面積については、発電出力６２４．００キロワットのうち５１５．７８

キロワットの発電設備を設置しようと計画し、申請地に発電パネル枚数  

１，９２０枚のうち１，５８７枚が設置できる、６，１０６㎡の面積が必要と

のことでした。 

また、この案件は契約内容が売買となっていますが、関連して１，２８０㎡

の契約内容が地上権設定の申請も受付しており、全体では７，３８６㎡の転用

となります。 

土地の選定理由としましては、グループ会社の土地担当部門から今回の申

請地以外にも足利市内においてメガソーラーが設置できる条件の土地を数ヶ

所の紹介を受け検討し、日当たりが良く公道に接しており、既存の電柱も近く

に有り面積的にも条件を満たしている適地が申請地とのことでした。 

申請地の東側と西側は水路、南側は水路・田・墓地、北側は公道と宅地とな

っています。 

発電パネルの設置は、造成を行わず整地のみで、メンテナンス時の車両は周

辺住民の迷惑とならないよう申請地敷地内に駐車します。周囲は安全対策と

してフェンスの設置を予定しています。 

また、雨水対策としては敷地内自然浸透としますが、ゲリラ豪雨等の対策と

して申請地内に浸透槽を敷設します。 

発電パネル設置後の除草対策については、年２回除草を行う予定で、２ヶ月



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局長 

 

議長 

 

 

議長 

 

に１度のメンテナンス時には現地の状況を確認し、周辺農地等への影響はな

いものと思われます。 

事業費は、土地購入費を含め全て自己資金で賄われることも確認いたしま

した。 

なお、申請地の南側の一部にはパネルを設置しない資材置場を設けメンテ

ナンスの効率化を図ります。 

また、申請地の中央に位置する水路へのゲリラ豪雨時の懸念として、一度に

大量の水の流入があると堆積物等の影響で水路が水を飲み切れない事態が生

じた事を想定し、参考に水路管理者の足利市道路河川保全課保全担当や地元

自治会長、地元住民に過去のゲリラ豪雨時の水路の状況も聞き取りを行い、不

測の事態に備え近隣住民への迷惑とならない事を最優先する旨も確認いたし

ました。 

結論として、申請地は松田町中央部の第２種農地であり、申請人の実情か

ら、転用の必要性と確実性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしている

ことから、調査班としては、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

議長より、補足いたします。 

再生可能エネルギーの審議会に出席しまして、３６ページを見ていただく

と、黒く塗ってある部分は表土を削って、低い部分、つまり白のところへ泥を

持っていくそうです。そうすると砂利が出てくるそうです、山なので。そこは

かなり浸透するそうです。浸透する表面を出すということでした。そして平ら

にして、外周に３０ｃｍの畔を作るそうです。それで大雨が降った場合の水を

止めるそうです。 

それから、防災面で言いますと３０ページの周辺見取図を見ていただきま

すと、この山の高さが急なので、ここから太陽光パネル設置予定地の方向に向

かって防災地区に指定されているそうです。 

山崩れが起きた時には、土がそちらに流れていくということが予想される

というような案件の場所だそうです。防災上危険性がないというところでは

ないということです。 

審議会とすると問題ないでしょうとの結論となりました。 

以上補足です。 

議長、よろしいでしょうか。先ほどの防災地区の名称ですが、正式には土砂

災害警戒区域となります。 

失礼しました。 

ではよろしいですか。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 
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異議なしと認め、議案第３号 １番はそのように決定いたしました。 

続いて２番を上程いたします。 

本件は調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

２番 三田照子委員。 

２番 三田です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の４２ページをご覧下さい。 

今回は、５条許可申請に伴い、申請地の調査と、別添資料調査書に基づきま

して、審査基準の確認を行いました。 

調査年月日、調査班は、３条許可申請の案件と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 

５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地調査と、申請人および申

請代理人の出席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、申請人が太陽光発電設備用地として利用したいというものです。 

転用面積については、発電出力２０１．６０キロワットの発電設備を設置し

ようと計画し、申請地に発電パネル枚数６７２枚が設置できる、２，１１９㎡

の面積が必要とのことでした。 

土地の選定理由としましては、今回の申請地以外にも太陽光発電事業を行

う申請者が抱える顧客が当市や太田市、桐生市におり、保守管理のしやすさか

ら足利市内において設置できる条件の土地を数ヶ所検討し、日当たりが良く

面積的にも条件を満たしている適地が申請地とのことでした。 

申請地は東側と南側、北側は公図上、認定外道路となっていますが、現況は

畦畔、西側は公道となっています。 

発電パネルの設置は、造成を行わず整地のみでメンテナンス時の車両は周

辺住民の迷惑とならないよう申請地敷地内に駐車する事と、周囲は安全対策

としてフェンスの設置を予定していますが、農耕機や車両などの往来に支障

の無いよう境界より０．２ｍ内側に設置します。 

また、雨水対策としては敷地内自然浸透とします。 

発電パネル設置後の除草対策については、年３回除草を行う予定で、防草対

策として整地後砕石敷きとし、周辺農地等への影響はないものと思われます。 

事業費は、土地購入費を含め全て自己資金で賄われることも確認いたしま

した。 

結論として、申請地は、板倉町北部の第２種農地であり、申請人の実情から、

転用の必要性と確実性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たしているこ

とから、調査班としては、許可相当と判断いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 
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それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、２番はそのように決定いたしました。 

続いて３番を上程いたします。 

本件も調査班が調査しておりますので、報告を求めます。 

１番 小山委員。 

１番 小山です。 

実情調査の結果を報告いたします。 

資料の４８ページをご覧下さい。 

今回は、５条許可申請に伴い、申請地の調査と、別添資料の調査書に基づき

まして、審査基準の確認を行いました。 

調査年月日、調査班は、３条許可申請の案件と同様であります。 

調査対象、契約内容、申請理由については、事務局から説明がありましたの

で省略いたします。 

５条許可申請の実情につきましては、申請地の現地調査と、申請人および申

請代理人の出席のもと、聞き取り調査を行いました。 

本件は、申請人が建売分譲住宅用地として利用したいというものでありま

す。 

転用面積については、子育て世代に人気の高まりつつある平屋建てとバリ

アフリーをコンセプトに建売分譲住宅２棟を建築予定であり、１棟あたり約

５００㎡弱の均等な敷地取りをする計画で、それぞれに雨水貯留槽を設け、建

物はグループ会社の株式会社 Т＆Ｓが施工するとのことでした。 

土地の選定理由としましては、今回初めて建売分譲住宅を手掛ける申請者

が、事務所から近く、また学校から近い土地であることを条件に市内において

数ヶ所を検討し、条件を満たしている適地が申請地とのことでした。 

申請地の東側は田と宅地、西側は公図上は田ですが、現況は雑種地、南側は

公道、北側は公図上は道でありますが現況は水路となっています。 

申請地は、公道よりも低いため全体的に盛土を行い造成する計画とのこと

で、盛土に使用する土砂については購入土を使用するのか、または民間残土を

使用するのかは現在選定中とのことで、埋立てをすることについては担当課

の環境政策課と協議済との事でしたが、再度詳細確認を行うように指導いた

しました。 

また、申請地の周囲は擁壁を打つため、周辺農地等への影響はないものと思

われます。 

事業費は、土地購入費を含め全て自己資金で賄われることも確認いたしま

した。 

結論としまして、申請地は、上渋垂町東部の第２種農地であり、申請人の実

情から、転用の必要性と確実性が認められ、別紙調査書の許可基準を満たして

いることから、調査班としては、許可相当と判断いたしました。 
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以上で、報告を終わります。 

ただいま報告のあった本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、３番はそのように決定いたしました。 

続いて４番から１１番を上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件を許可することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、４番から１１番はそのように決定いたしました。 

続いて議案第４号 農用地利用集積計画の決定についてを議題といたしま

す。 

事務局の説明を求めます。 

それでは議案書の１３ページをお開き下さい。 

議案第４号、農用地利用集積計画の決定について、ご説明いたします。平成

３１年３月２９日公告分でございます。 

議案書の１４ページをご覧下さい。今回の議案の総括表であります。 

貸借権設定が７件で面積１６，５４９㎡でございます。 

続きまして所有権移転は１件で面積８９５㎡でございます。 

初めに貸借権設定についてですが、詳細が１５ページから１６ページに記

載されておりますのでご覧いただきたいと思います。 

続きまして、所有権移転についてですが、申請地は小俣町地内の田、面積 

８９５㎡で、売買価格は総額で５０万円でございます。 

いずれも、審議の後、承認をいただきましたら、３月２９日付で公告の手続

きを行います。  

以上よろしくご審議をお願いいたします。 

本件は先に貸借権設定の１番を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により、１４番 赤坂委

員の退席を求めます。 

【午前１１時０４分 退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、議案第４号 貸借権設定の１番はそのように決定いたし

ました。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、赤坂委員の出席を求めます。 
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【午前１１時０５分 出席】 

続いて、２番から７番を上程いたします。 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、貸借権設定の２番から７番はそのように決定いたしまし

た。 

続いて、所有移転を上程いたします。 

ここで、農業委員会等に関する法律、議事参与制限により、５番 森山委員

の退席を求めます。 

【午前１１時０６分 退席】 

本件について、意見を求めます。 

【意見なし】 

それでは、本件は計画のとおり決定することにご異議ございませんか。 

【「異議なし」の声あり】 

異議なしと認め、所有権移転はそのように決定いたしました。 

ここで、関連事案の審議が終了しましたので、森山委員の出席を求めます。 

【午前１１時０７分 出席】 

以上で本日の議案審議全部を終了いたしました。 

続いて、報告事項 農地法第５条の規定による届出受理の取消願について

及び農地法施行規則第２９条第１号該当証明願の処理経過について、事務局

の報告を求めます。 

議案書の１８ページをお開き下さい。 

報告事項、農地法第５条の規定による届出受理の取消願について、ご説明い

たします。 

１番、申請地は宮北町地内の畑、面積３００㎡、施設の概要は一般住宅用地、

受理の日付は平成３１年１月２５日、取消理由は譲受人の人数変更のためで、

取消の日付は平成３１年３月５日でございます。 

ちなみに５条届出１６番と関連する案件です。 

続きまして、農地法施行規則第２９条第１号該当証明願の処理経過につい

て、ご説明いたします。 

申請地は小曽根町地内の畑４９９㎡のうち１８０㎡です。施設の概要は農

業用施設で、受付年月日は平成３１年３月１５日、処理の日付は３月１８日で

ございます。 

以上報告します。 

ただいま事務局より報告のあった本件について、ご意見はございませんか。 

【意見なし】 

それでは、ご了承願います。 
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なお、議案末尾に事前協議申請の処理経過及び農地法第１８条第６項の規

定による通知について載せておきましたので、ご承知おきください。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

以上で、第２２回足利市農業委員会を閉会いたします。 

【午前１１時１０分 閉会】 

 

 

 

 

 

この会議のてん末は、書記 本田未央子の記載したものであるが、その内容の相違ない

ことを証するためここに署名する。 
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